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【拒絶理由（特 49各号）、異議申立理由（特 113各号）、特許無効理由（特 123①各号）】 

 拒絶理由（49条各号） 異議理由（113各号）  無効理由（123各号） 

１号 

 

新規事項追加補正（17-2③） 左同 左同 

シフト補正（17-2④） － － 

２号 産・新・進・拡・先・32・権利能力 左同 左同 

共同出願違反 － 共同出願違反 

３号 条約違反 左同 左同 

４号 36④Ⅰ、36⑥Ⅰ～Ⅲ 左同 左同 

36⑥Ⅳ、37 － － 

５号 36④Ⅱ（先行文献記載義務） 翻訳文の原文越え 翻訳文の原文越え 

６号 翻訳文の原文越え － 冒認出願 

７号 冒認出願 － 後発的無効理由 

８号 － － 訂正違反 

【拒絶理由（特 49条各号）】 

 （覚え方）「ホセ三振、新庄気分で減俸」 

 ・ホセ（補正（１号）） 

 ・三振（産業上利用性、新規性（２号）） 

 ・新庄（進歩性（２号）、条約違反（３号）） 

 ・気分（記載要件（４号）、文献情報記載義務違反（５号）） 

 ・減俸（原文越え（６号）、冒認出願（７号）） 

 

【無効理由（特 123条１項各号）】 

 （覚え方）「ホセ三振、上機嫌で暴行訂正」 

 ・ホセ（補正（１号）） 

 ・三振（産業上利用性、新規性、進歩性（２号）） 

 ・上機嫌（条約違反（３号）、記載要件（４号）、原文越え（５号）） 

 ・暴行（冒認（６号）、後発的（７号）） 

 ・訂正（訂正違反（８号）） 

 

【異議理由（特 113条各号）】 

（覚え方）無効から、「共・冒・後・訂」（きょ・ぼ・こ・て）除く、異議理由 

 ・無効理由のうち、共願違反、冒認出願、後発的無効理由、訂正違反を除く。 

  

【拒絶理由通知（特 50条）】（特実審査基準 第Ⅰ部 第２章 図１ 審査の流れ参照） 

最初→拒査   最初→最後→拒査 ← いろんなパターンがあるが、これが典型的。 

最初→最初   最後→最後   最後→最初 

独立特許要件 
…29条、29条の２、39条 
 32条、 
 36条４項１号、 
36条６項１号～３号 
（じみめにさもしい、見ろ、無意味） 


